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食品安全委員会（第４８５回会合）議事概要

日 時:平成２５年８月１９日（月） １４：００～１４：５０
場 所:食品安全委員会大会議室
出席者:熊谷委員長ほか６名出席
傍聴者:報道０名、行政機関９名、一般４名

議事概要

（１）食品安全基本法第２４条に基づく委員会の意見の聴取に関するリスク
管理機関からの説明について
・添加物 １品目

ビオチン

→厚生労働省から説明
本件については、添加物専門調査会において審議することとなった。

・動物用医薬品 １品目
ブロノポールを有効成分とするカレイ目魚類稚魚の薬浴用消毒剤

→厚生労働省及び担当の三森委員から説明
本件については、動物用医薬品専門調査会において審議することと
なった。

・動物用医薬品 ２品目
①豚繁殖・呼吸障害症候群生ワクチン（“京都微研„ピッグウィ

ンＰＲＲＳ２）
②牛伝染性鼻気管炎・牛ウイルス性下痢－粘膜病・牛パラインフル

エンザ・牛ＲＳウイルス感染症・牛アデノウイルス（７型）感染症・
ヒストフィルス・ソムニ感染症混合ワクチン（“京都微研„キャトル
ウィン－５Ｈｓ）

→農林水産省及び担当の三森委員から説明
今回の諮問内容である“京都微研„ピッグウインＰＲＲＳ２及び“京
都微研„キャトルウィン－５ＨＳについては、その主剤である病原体による
感染症「豚繁殖・呼吸障害症候群」、「牛伝染性鼻気管炎」「牛ウイルス
性下痢－粘膜病」、「牛パラインフルエンザ」、「牛RSウイルス感染症」、
「牛アデノウイルス（７型）感染症」は、既に当委員会において「人畜共通感
染症とはみなされていない」と評価されている。
なお、この評価に影響を与える新たな知見は得られていない。
また、主剤のうちヒストフィルス・ソムニは不活化されている。
さらに、保存剤等の添加物は既に食品健康影響評価を受けた動物用
医薬品の添加剤と同一であり、含有量も同量以下であり、本製剤の
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用法・用量等を考慮すると、本製剤の含有成分として摂取した場合
のヒトへの健康影響は無視できると考えらる。
したがって、これらの製剤が適切に使用される限りにおいては、食
品を通じてヒトの健康に影響を与える可能性は無視できると考えら
れ、これらの製剤の製造販売承認及び残留基準の設定に係る食品健
康影響評価については、食品安全基本法第１１条第１項第２号の人
の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるものに該当す
るものとされた。

（２）農薬専門調査会における審議結果について
・「キノクラミン」に関する審議結果の報告と意見・情報の募集につ

いて

→担当委員の三森委員及び事務局から説明。
取りまとめられた評価書（案）について、意見・情報の募集手続に
入ることが了承され、得られた意見・情報の整理、回答（案）の作
成及び評価書（案）への反映を農薬専門調査会に依頼することとな
った。

（３）食品安全関係情報（７月１３日～７月２６日収集分）について

→事務局から報告。
欧州食品安全機関（EFSA）が７月２６日に公表した、ビスフェノール
Ａ（ＢＰＡ）に関するＦＡＱの概要について報告。


